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個人投資家の運用資産が大幅減少見込み 
さらなる資金引上げにつながりそうな変化 

 

昨年12月、日本の家計資産は1,903兆円と過去最高を更新。投資信託が前年比10.9％増、
株式等は同13.5％増と「貯蓄から投資へ」が進む結果となった。つみたてNISAが大きく口
座数を伸ばしたことから、昨年6月の「老後2,000万円問題」が影響したと考えられる。2020
年度の税制改正大綱で2024年からの「新NISA」の内容が盛り込まれたことから、長期投資
の増加はさらに続くものと思われていた。 
ところが、新型コロナウイルスの感染拡大でその目算が崩れつつある。野村アセットマ

ネジメントが3月に実施した投資家意識調査によれば、個人投資家の運用資産は昨年末比
で平均25％減。売却（投資信託・株式とも）に踏み切った人は11％にとどまったが、「ど
うしていいのか分からない」との回答が全体の24％にのぼっている。確かに、昨年は堅調
だった株価が一時1万6,000円台まで下降し、個人投資家が不安を覚えるには十分な“材料”
が揃っている。さらに注目なのが、個人投資家の購入意欲を支えていた株主優待を変更す
る動きが出ていること。 
たとえば、兵庫の化学品メーカーMORESCOは「100株以上保有の株主に、継続保有期間に

応じて2,000～3,000円相当の兵庫県物産品を贈呈」していたが、1,000円のクオカードへ
グレードダウンした。株主優待で人気の外食企業は、優待券の有効期限延長で対応してい
るが、外出自粛要請が続けば旨みが得られないため、売却する投資家も出てくるだろう。
「貯蓄から投資へ」の流れが淀み、iDeCoやNISAのさらなるテコ入れが行われる可能性も
見えてきそうだ。 

 

 

納税証明書の取得での来署が増加 
オンライン請求の取得を呼びかけ 

 

新型コロナウイルスの影響で苦境に立たされている事業者への対応に、新型コロナウイ
ルス感染症特別貸付など各種の事業資金の融資が実施されおり、融資の申込み等に必要な
納税証明書の取得のために来署する納税者が増えている。そこで、発行までに時間がかか
ることがあることから、国税庁は、オンライン請求による納税証明書の取得を呼びかけて
いる。納税証明書の請求は、来署しなくても、インターネットや郵送で行うことができる。 
納税証明書の請求方法には、現在の住所地（納税地）を所轄する税務署に、オンライン

で交付請求する方法、納税証明書交付請求書（書面）で交付請求する方法（郵送での請求
も可能）の２つがある。税務署窓口で納税証明書を受け取る場合、電子証明書やＩＣカー
ドリーダライタがなくても、必要事項を入力するだけでオンラインでの交付請求ができる
ので、納税証明書を請求する際には、オンラインでの請求が便利だ。  
納税証明書をオンラインで交付請求を利用すると、発行手数料が安価（400円→370円）

であるほか、指定された日に税務署窓口で証明書を受け取ることができ、窓口で書面によ
り請求する場合と比べ、短い時間で受け取ることができ、待ち時間が短縮できる。ただし、
オンラインでの交付請求をした当日に受け取りを希望する場合には、多少時間がかかるこ
とがあるので、翌日以降の日を指定したほうが確実だろう。 
 

新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 


